様式第５号（第７条関係） 
第　　　　号 
　　年　 月　 日 

様 

大町町長　　　　　　　　　

大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付決定通知書


　　年　　月　　日付で申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したので、大町町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 


１．木造住宅の所在地 　　　　大町町大字

２．補助金額 　　　　　　　　金　　　　　　　　　 円 

３．補助金交付の条件
（１）規則及び要綱の規定に従うこと。
（２）総合支援事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただ
し、補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りでない。
（３）総合支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
（４）総合支援事業が予定の期間に完了しない場合又は総合支援事業の遂行が困難とな
った場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
（５）総合支援事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、
総合支援事業完了後５年間保管すること。
（６）補助対象者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助
金等の交付を受けてはならない。
　（７）耐震改修工事を行うために契約を締結する場合は、町内事業者と契約するように
努めること。
（８）本事業の補助金の交付を受けて総合支援事業を実施した補助対象者は、住宅・建
築物等の耐震化の促進に向けたアンケート調査、工事期間中における耐震改修Ｐ
Ｒ看板等の設置、耐震改修工事前後の写真提供等に協力すること。
